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終電付近の一部列車運転取りやめの実施期間について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出および国・関係自治体

からの要請を踏まえ、2021年1月20日から終電付近の一部列車の運転を取りやめており

ます。 

このたび、緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことなどを踏まえ、一部列車運転

取りやめの実施期間を3月12日までとします。ご理解・ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 

〇実施期間 

 2021 年 1月 20日（水）～ 2021年 3月 12日（金） 

 

 1 月 20 日から実施している終電付近の一部列車運転取りやめに伴う運転時刻に

ついては、当社 HPでご確認ください。 

https://www.jreast.co.jp/information/coronavirus202101/ 

 これに伴う代行輸送等はございませんのでご注意ください。 

 

3月 13日（土）にダイヤ改正を実施いたします。ダイヤ改正後は初終電時刻が

変更となりますのでご注意ください。詳しくは、当社 HP でご確認ください。 

   https://www.jreast.co.jp/railway/shoshuden/ 
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終電付近の一部列車運転取りやめ 

3/13 1/20～3/12 終電まで 3/13初電から 

新しい初終電時刻 

https://www.jreast.co.jp/information/coronavirus202101/
https://www.jreast.co.jp/railway/shoshuden/
https://www.jreast.co.jp/railway/shoshuden/

